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厳島合戦における陶晴賢の敗因について 

 
 
 
 

2009/10/17 
 

四百五十四年前に、AE覇権E

は け ん

Aを争う壮大なドラマが、廿日市にもありました。老練なAE毛利元就E

もうりもとなり

Aの知略の

駆け引きに、若きエリート武将、AE陶E

すえ

AAE晴E

はる

AAE賢E

かた

Aが果敢に挑むという厳島の合戦です。このA E戦 E

いくさ

Aでなぜ晴賢は

勝てなかったのか、そのあたりについて、合戦以前の晴賢の動向から読み取り、巷間言われている通

説からの切り口を変え、特に、江良氏や弘中氏という人物にスポットを当てて、考えてみたいと思い

ます。  

陶氏はAE百済E

く だ ら

AAE聖E

せい

AAE明王E

めいおう

Aを祖とする渡来系多々良氏の流れを汲むAE周防E

すおうの

AAE国E

くに

AのA E在庁官人 E

ざいちょうかんにん

A１大内氏のA E傍流 E

ぼうりゅう

Aに

て、平安時代後期に大内AE盛E

もり

AAE長E

なが

Aが右田氏となり、子孫のAE弘E

ひろ

AAE賢E

かた

AがAE吉敷郡E

よ し きぐ ん

A陶村に居住して陶氏を称したよう

です。陶氏初代陶弘賢の子、陶AE弘E

ひろ

AAE政E

まさ

AはAE富E

と

AAE田E

だ

AAE保E

ほう

Aを領し、そこにAE富田E

と だ

A若山城を築き居城とします。南北朝

時代にはAE地頭E

じ と う

AAE職E

しき

A２となり、陶AE弘E

ひろ

AAE長E

なが

AはAE長門E

ながとの

AAE国E

くに

A、陶盛政はAE周防E

すおうの

AAE国E

くに

Aの守護代３に任ぜられています。  

陶家は、周防国・長門国を中心に活動した守護大名４大内氏AE譜代E

ふ だ い

AA E重臣 E

じゅうじん

A５で、代々周防・長門の守護

代の家柄で,当時は守護代が統治をし、守護大名である大内家がその豪族連合の上に君臨していると

いう権力構造でした。  

大内氏AE庶家E

し ょ け

A６右田氏の分家にあたる陶晴賢は、AE大永E

だいえい

A元年（一五二一）生まれで、同い年に武田信玄

がいます。毛利元就よりは二十四歳年下です。  

AE初名E

しょめい

AはAE隆E

たか

AAE房E

ふさ

Aで、二男の陶隆房が陶家の当主となったのがAE天文E

てんぶん

A九年(一五四〇)、若干二十歳のときです。

その年の冬にはAE尼子E

あ ま ご

AAE晴E

はる

AAE久E

ひさ

Aから大内に寝返った毛利を征伐すべく、尼子軍に居城のAE安芸E

あ き

AA E郡 E

こおり

AA E山城 E

やまじょう

Aを攻め

られたAE毛利元就E

もうりもとなり

Aから援軍の要請があったとき、自重論が支配的な軍儀の席で、「大内に朋属した毛利

を救わねばAE名文E

めいぶん

Aがたちませぬ」と主張したのが唯一隆房でした。若気の至り、早まったかと思ったか

どうかわかりませんが、武運があったのは確かで、自軍だけで初陣として出陣し、尼子軍を追い返す

ことに成功しています。晴賢に令状云々の話は聞いたことがありませんので、元就はこの時四十四歳

で、その腹のうちには、こんな若造に助けられとの思いが強かったからでしょうか。確かに、元就は、

尼子から寝返った大内義隆の被官で、晴賢の家臣ではありません。  

初陣の白星に気を良くしたのか、晴賢は、翌々年、尼子本国にまで攻め入ったのです。この時、この

遠征に反対したのが永遠のライバルである、文治派筆頭のAE相良E

さ が ら

AAE武任E

たけとう

Aでした。「毛利を背後から支え、

何人かの武将がAE後E

ご

AAE詰E

づ

Aめに出陣すれば良いのではないか？］という主張です。しかし、当時は尼子の諸

豪族も、多くが大内家に寝返っており、まさにイケイケ状態だったことからやはり、隆房の若さと経

験不足が出たということかもしれません。この戦は結局、諸豪族が再び尼子側に寝返ったことなどか

ら大内の敗戦になってしまったのです。この敗戦以降、隆房の主君大内AE義E

よし

AAE隆E

たか

Aは、隆房を国政の中枢から

遠ざけ、政務を文治派のA E寵臣 E

ちょうしん

A・相良武任に一任してというもの、より一層政治には目を向けなくなり、

ひたすらに風流の道にAE邁進E

まいしん

Aしていったのです。  

それに危機感を覚えた武断派の周防国守護代陶隆房は、天文二十年（一五五一）八月二十八日、AE富田E

と だ

A若

山城にて AE謀反E

む ほ ん

Aの兵を挙げたのです。  
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隆房が義隆に謀反した際に、陶家の中には義隆と運命を供にした者もいれば、長門の守護代内藤AE興E

おき

AAE盛E

もり

Aの

ように静観を決め込んだ者もいました。義隆は AE豊前E

ぶ ぜ ん

A守護代のAE杉重矩E

すぎしげのり

A、長門守護代の内藤興盛を頼りにして

いましたが、杉、内藤は陶に加担、合わせて五千余騎が二十九日、山口に来襲したのです。義隆はなすAE術E

すべ

Aもなく山口を逃れ、親族である津和野のAE吉見正頼E

よしみまさより

A７を頼ろうとしたのですが、日本海が暴風雨のために逃

れることができず、天文二十年（一五五一）九月一日、山口を脱出し、AE長E

なが

AAE門E

と

A深川のAE大E

だい

AAE寧E

ねい

AAE寺E

じ

Aに逃れ、立てAE籠E

こも

Aもります。しかし、そこは多勢に無勢であり、義隆は、重臣AE冷泉E

れいぜい

AAE隆E

たか

AAE豊E

とよ

AのA E介錯 E

かいしゃく

Aで自害したのです。四十四

歳（大寧寺の変）。  

隆房は、謀反を起こす直前に豊後の大友AE宗麟E

そうりん

Aと密約を結んでいます。北九州における大内領の利権をA

E割譲 E

かつじょう

Aする代わりに、AE義E

よし

AAE鎮E

しげ

A (宗麟)の異母弟・大友AE晴E

はる

AAE英E

ひで

A（生母が大内AE義E

よし

AAE興E

おき

Aの娘で、義隆の姉妹）を貰い受け

ます。天文ん二十年（一五五一）九月、この晴英を、新たな大内家当主に擁立させると、自らも新たな主

君・晴英へ忠誠を誓うA E 証 E

あかし

Aとして、隆房から晴賢と名を改めています。晴英は、天文二十二年（一五五三

年）、室町幕府十三代将軍の足利義輝から一字をもらって大内義長と改名しています。こうして、晴賢は

大内義長をAE傀儡E

かいらい

A (あやつり)の当主として大内家の実権を掌握したのです。  

陶晴賢は、天文二十年八月二十八日の挙兵に先立って八月二十日に、家臣に厳島を占領させ、さらに桜尾 A

E城督 E

じょうとく

AAE鷲頭E

わ し ず

AAE興E

おき

AAE盛E

もり

Aを説得して桜尾城を明け渡させました。８ 大内義隆時代の支配同様に、厳島の経済権益に

着手します。厳島門前町の支配を重要と認識していたのが天文二十一年（一五五二）二月二十八日発布し

た「陶晴賢厳島掟」です。  

厳島における商業を振興し、参詣を一層盛んにするため、島内で横行していた利益の中間搾取を排除し、

諸回船や京、堺商人などに AE便宜E

べ ん ぎ

Aを与えた”AE触E

ふ

Aれ”といわれています。  

(1)島内住民以外が店、屋敷を持つことを禁ず  

(2)諸船の着岸(廻船を強制的に入港させる)、係留(出港を阻止する)を禁ず  

(3)諸回船から警固米の取り立て禁止  

(4)島内でばくち禁止―など  

(2)で有の浦に出入りする船から航行の安全を保障する見返りとしての駄別料(通行料)を徴収する  

ことを禁止します。 
 
陶晴賢厳島掟  

一.当島見世屋敷事、当町人之外不可存知事  

一.諸廻舟、着岸舩留停止事  

一.對諸廻、舩警固米被申懸之儀無謂事  

一.御家来衆寄事於左右、無道之取操無謂事  

一.於嶋中、博奕停止之事  

七条まであり 以下省略  

天文二十一年  

二月二十八日         奉  丹後守 
 

大内義隆時代には、村上隆重は厳島で西は堺、東は博多の商人たちから駄別料を取ることを認められて

いました。特に、この触れで、注目されるのが警固米の取り立て禁止です。  

この堺商人衆が能島村上氏に徴収されていた駄別料は莫大で、商売上大きな問題であったようで、先代

から愁訴していました。掟発布の二カ月後、海賊として瀬戸内海一帯に勢力を持っていたAE能E

の

AAE島E

しま

A、AE来島E

くるしま

A、A E 因 E

いんの
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AAE島E

しま

AのAE三島E

さんとう

AAE村上E

むらかみ

AAE氏E

し

Aが、厳島で寄港船から徴収していた警固料について「いわれのないことであるから当代（大

内義長）としてはこれを停止する」（大願寺文書）と既得権はく奪の実力行使をしています。晴賢の本当

の狙いは、寄港地での警固料免除と引き換えに、堺商人衆から一括して「礼銭」を出させ、厳島の経済力

を一手に収めることでした。この三島村上氏らに仕掛けた経済制裁が、後に命取りになるのです。晴賢が

とったその策は、独善的で、あえて敵を作り出す、確実に海賊の恨みを買った愚策であったと云わざるを

得ません。つまり「陶晴賢厳島掟」発布は、厳島海峡から村上水軍を一掃するだけで、それに変わる瀬戸

内の海上防衛策を講じている訳ではないのです。 

天文二十年八月二十日、晴賢が厳島を押さえると、元就もこれに呼応して佐東郡に出兵し、大内方の AE佐E

さ

AAE東E

とう

AAE銀E

かな

AA E山城 E

やまじょう

Aを開城させ、AE伴E

とも

A大塚まで支配下に入れます。翌、天文二十一年五月、晴賢を通じ、佐東郡内の

地域の支配権を大内晴英よりAE安堵E

あ ん ど

Aされています。これは、晴賢の謀反に AE荷担E

か た ん

Aする条件として保障されてい

たもののようです。AE相模E

さがみの

AA E 荘 E

しょう

A、越後柏崎A E佐橋E

さはしの

AA E 荘 E

しょう

Aに始まる毛利氏が、安芸吉田荘の地頭から歩んできた元就

にとっては、まさに画期的なことで、初めて、広島湾頭、瀬戸内海を手に入れたのです。  

晴賢も元就の協力なくして大内領支配は不可能と考えて、元就に安芸・備後の国人領主たちを取りまと

める権限を与えたのです。これを背景として徐々に勢力を拡大すべく元就は、備中や安芸国内の大内義隆

支持の国人衆を攻撃し、平賀氏をも毛利氏の傘下に収めます。毛利氏の勢力拡大に驚いた晴賢は、元就の

持つ支配権を奪回しようとし、徐々に両者の対立が先鋭化してきます。 

天文二十一年（一五五二年）三月一日、新たな大内家当主にAE擁立E

ようりつ

Aされる、豊後の大友晴英は山口・多々

良浜に立ちます。昨年、すでに陶隆房は、晴英より一字をA E 賜 E

たまわ

Aり、陶晴賢と名乗っていました。  

この半年、晴賢は様々な謀反の戦後処理に追われています。焼失した山口館の新築、及び、大内家の内

に潜む不平分子の A E粛清 E

しゅくせい

Aです。粛清された者の中には、前当主義隆を廃すことに同意していた大内家家老・

豊前守護代AE杉重矩E

すぎしげのり

Aもいました。晴賢に敗れて長門長興寺で自害しますが、このAE遺恨E

い こ ん

Aは息子のAE杉E

すぎ

AAE重輔E

しげすけ

Aに引き

継がれます。義隆旧家臣の粛清による人材の喪失も、その後の、領国経営に影響が及んだのは間違いない

と云えます。  

意外にも旧大内家臣たちの「主君でもないAE主E

ぬし

Aの言う事なんぞ聞けるか」という晴賢の政策に反発する傘

下の領主らも少なくなく、完全にはその勢力を押さえられぬ状況にあったのです。 

AE吉見正頼E

よしみまさより

Aは、AE石見E

いわみの

AAE国E

くに

A津和野の僧侶でしたが、天文九年（一五四〇）、兄の吉見A E隆頼E

たかより

A（頼隆とも）がA E早世E

そうせい

Aしたため、一度AE出家E

しゅっけ

Aして法師がえりAE所謂E

いわゆる

A、AE還俗E

げんぞく

Aして家督を継ぐこととなったのです。彼は、A E清廉E

せいれん

Aな人物で

大内義隆から厚く信任を受けて、義隆のAE姉E

あね

AAE婿E

むこ

Aに迎えられていたのです。  

そんな恩ある義隆が、 A E重臣 E

じゅうしん

Aの陶隆房のAE謀反E

む ほ ん

Aによって討たれてしまう。また陶氏と吉見氏とは応仁の乱

以来の A E仇敵 E

きゅうてき

Aでした。それは、応仁の乱が始まると主君大内 AE政E

まさ

AAE弘E

ひろ

AがA E上洛 E

じょうらく

Aしているとき、AE文明E

ぶんめい

A二年（一四七

〇年）に大内 AE教E

のり

AAE幸E

ゆき

A（AE道E

どう

AAE頓E

とん

A）が大内家の家督を狙って東軍に通じてAE長門E

な が と

Aで挙兵すると、第八代当主AE吉見E

よ し み

AAE信頼E

のぶより

Aも大内教幸に従って反乱を起こします（大内道頓の乱）。しかし周防守護代のAE陶E

すえ

AAE弘E

ひろ

AAE護E

もり

A、並びにA E石見E

い わ み

AのAE国人E

こくじん

AであるAE益田E

ま す だ

AAE貞兼E

さだかね

Aらによって反乱は鎮圧され、AE信頼E

のぶより

Aは命こそ許されたものの、所領の大半を没収されます。

しかし文明十年（一四七八年）に大内政弘より正式にAE罪E

つみ

Aを許されています。それから十数年後の文明十四

年（一四八二年）五月二十七日、大内政弘が山口館で酒宴を開いた際、その席上で吉見信頼は陶弘護を殺

害します。しかし自らもその場で内藤 AE弘矩E

ひろのり

Aによって殺害されたのです（大内山口事件）。  

更に陶隆房は、領地を巡ってかねてから正頼と不仲であった益田藤兼のAE従兄弟E

い と こ

Aです。隆房自身も益田氏

側に肩入れしていた、ということもあって、天文二十三年（一五五四）三月二日ついに吉見正頼は反陶晴

賢の急先鋒として挙兵するのです。  

晴賢は直ちに吉見正頼の討伐に A E 赴 E

おもむ

Aきます。主力軍が津和野に集結し、さらに大内氏支配地域の安芸 AE佐E

さ

AAE西E

さい
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AAE郡E

ぐん

Aから東西条にかけての神領衆や土豪の多くがA E 悉 E

ことごと

Aく大内・陶の命に従って津和野に出陣していたため、

これらの地域は、無防備状態でした。晴賢は、吉見氏討伐のため毛利氏などにも出兵を要求します。しか

し、晴賢の依頼を受けた元就は当初は陶軍への参加を決めていましたが、毛利AE家中E

かちゅう

Aには、晴賢への不信か

ら反対意見もあり出兵が出来なかったのです。一方の吉見正頼も毛利氏に援軍を要求しており、板ばさみ

となった毛利氏でしたが、事を延ばす賭けに出ます。  

当然のことながら、AE業E

ごう

Aを煮やした隆房は、直接安芸の国人領主たちに出陣の督促の使者を派遣したのです。

あの平賀氏からその事実を告げられた元就のA E嫡男 E

ちゃくなん

A・AE隆元E

たかもと

Aや重臣達は、元就に対して「安芸・備後の国人

領主たちを取りまとめる権限を与えるとした」約束に反しており、毛利と陶の盟約(約束)が終わったとし

て AE訣別E

けつべつ

Aを迫ったのです。  

元就は、備後を攻略し、その勢力を拡大していました。その勝ち取ったA E所領 E

しょりょう

AAE安堵E

あ ん ど

Aの嘆願書が、毛利家

から、山口に届き、大内義長と陶晴賢の意見は分かれたと云います。まだ毛利には独立する力はなく、西

に大内、山陰に AE尼子E

あ ま ご

A、元就は危うき橋は渡らぬ男であるとの晴賢の意見に沿い、その所領はAE江E

え

AAE良E

ら

AAE房E

ふさ

AAE栄E

ひで

Aに与

えられることになったのです。こうして、毛利が勝ち取った所領は、やすやすと江良房栄のものとなり、

元就に恨みが生まれます。このAE論功E

ろんこう

AA E行賞 E

こうしょう

Aに当然不満を持った毛利は、AE知行E

ちぎょう

AのAE加E

か

AAE増E

ぞう

Aはもとより、このまま

大内に従っても、毛利家の繁栄は見込めぬとの評定に至ったのです。  

こうして元就の勢力下にある安芸国人衆に直接出兵を要求、毛利氏離反を促す、晴賢の行動が元就に知れ

ることとなり、元就はついに翌天文二十三年（一五五四）五月十二日に大内氏から離反し、陶晴賢と断交

する事を決意したのです。  

元就は得意の A E謀略 E

ぼうりゃく

Aにより、いやらしい位、徹底的に大内氏内部の分裂をAE謀E

はか

Aります。  

天文二十三年（一五五四）十一月、出雲では A E尼子E

あ ま ご

AAE氏E

し

AAE新宮党E

しんぐうとう

A尼子国久・その嫡男AE誠E

さね

AAE久E

ひさ

Aが尼子AE晴E

はる

AAE久E

ひさ

Aに粛清され

るという内紛の最中、味方にすべく、陶晴賢の家臣で、知略に優れ、元就と数々の戦いを共に戦ったAE江E

え

AAE良E

ら

AAE房E

ふさ

AA E栄E

ひで

Aに内応の誘いを入れたが拒否されたため、A E房E

ふさ

AAE栄E

ひで

Aが『A E謀反E

む ほ ん

AをA E 企 E

くわだ

Aてている』というデマを流し、さらに

本人の筆跡を真似て内通を約束した書状まで偽造し、陶晴賢を疑心暗鬼に陥らせるのです。さらに AE弘中E

ひろなか

AA

E隆兼E

たかかね

Aにも謀反の疑いがかかり、晴賢は隆兼に身の潔白を示すために、天文二十四年（一五五五）三月十六

日、岩国AE琥珀院E

こはくいん

Aにて、房栄とその子・彦二郎をはじめとする兄江良AE賢宣E

たかのぶ

Aを除く、江良一族を隆兼らによっ

て抹殺されたのです。この尼子の内紛は、毛利軍主力の留守中に本拠吉田郡山城が襲撃される懸念が当分

無くなるという好都合をもたらしたのです。 

江良AE房E

ふさ

AAE栄E

ひで

Aは、大内義隆次いで陶晴賢に仕え、天文二十年（一五五一）の陶晴賢の謀反の際も、陶軍の主

力として活躍しました。義隆没後の大内陣営では、弘中隆兼と並ぶ勇将であったのです。その知勇には毛

利元就も一目置いており、そして元就がまだ弱小勢力であった頃、陣を連ねて活動していたため、陶方に

おいて元就の手の内を良く知る人物でもあったのです。だから手を付けざるを得なかったのです。  

どう考えても、この頃から 晴賢の言動に、的を得ない、トップとしての管理能力に欠ける点が見え隠れ

してきます。  

AE問E

とい

AAE田E

だ

AAE隆盛E

たかもり

Aは、大内義隆に仕えて石見国守護代を務めましたが、その時代には、文治派筆頭のAE相良E

さ が ら

AAE武E

たけ

AAE任E

とう

A、勇

将の江良房栄の存在も大きく、もちろん晴賢をはじめ、大内家臣の結束もA E盤石 E

ばんじゃく

Aであったので努められた

のです。しかし、主君義隆亡き後の旧家臣らの、ことに石見国では、吉見氏や益田氏など国人衆の支配が

強かったため、守護代として無能とさえ云われた問田隆盛を晴賢は信任したため、石見の吉見 AE正頼E

まさより

Aの謀反

が鎮圧できず、晴方自らが周防から三本松城に遠征をし、大苦戦の末、百日以上（三月二日～八月二十三

日）に及ぶA E籠城戦 E

ろうじょうせん

Aをするはめになったのです。 
しかし、晴賢にはそんな時間的余裕はなかったはずです。武断派の面子、また大内の真の主君は我なり
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と云うおごりがそうさせたのか、なぜもっと早く和睦をしなかったのか、面子のためだけであれば、正頼

にそうさせるべく仕向けなかったのかが、解げせないと考えていたのですが、津和野三本松城の戦は、そ

んななまやさしい戦ではないことを最近知りました。  

「津和野三本松城のAE役E

えき

A」と云うそうですが、天文二十三年(一五五四)三月一日に大内義長を総大将とした

先鋒・陶晴賢に江良房栄・内藤A E隆E

たか

AAE世E

よ

A・白井A E賢E

かた

AAE胤E

たね

A・AE乃E

の

AAE美E

み

AAE賢E

かた

AAE勝E

かつ

A・A E勝E

かつ

AAE間E

ま

AAE田E

た

AAE盛E

もり

AAE治E

はる

A・A E脇兼E

わきかね

AAE親E

ちか

A・伊香賀家朊・A E久E

く

AAE芳E

ば

AAE賢E

かた

AAE重E

しげ

AらAE錚々E

そうそう

Aたるの武将を従え津和野へ発ち、三月十六日には益田藤兼の軍と合流します。  

陶晴賢が総大将に大内義長を添え、長門一国を支配する内藤隆世、瀬戸内警護衆の棟梁を務める白井AE賢E

かた

AAE胤E

たね

A、斬り込み隊長の江良AE房E

ふさ

AAE栄E

ひで

A、そして西石見の大勢力・益田藤兼が集結した大合戦だったのです。  

陶晴賢が百日以上に及ぶA E籠城戦 E

ろうじょうせん

AをしているAE隙E

すき

AをAE突E

つ

Aき、機を伺っていた毛利元就は、陶側の重臣、江良

房栄を A E謀略 E

ぼうりゃく

Aで除いた上で、いよいよ陶氏に反旗をA E 翻 E

ひるがえ

Aし出陣するのです。  

天文二十三年(一五五四)五月十五日、毛利軍は、広島湾頭に兵を進め、安芸における大内方の AE佐E

さ

AAE東E

とう

AAE金E

かな

AA E山城 E

やまじょう

A(城番栗田肥後入道ら)、己斐城、草津城(AE羽E

は

AAE仁E

に

A氏)、桜尾城(毛利与三、江良AE賢宣E

かたのぶ

A、AE己斐E

こ い

AAE豊後E

ぶんごの

AAE守E

かみ

A、AE新里E

にいざと

AAE宮内E

く な い

AAE少輔E

し ょ う

Aら在番)を降伏、説得し、城を明け渡させ、A E房E

ふさ

AA E栄E

ひで

Aの兄江良賢宣、己斐豊後守、新里宮内尐輔らは毛利氏に

服属することになったのです。さらに厳島に渡海し、陶氏の番衆深町小右兵衛を追放して島を占領したの

です(陶氏占領は、天文二十年八月二十日から同二十三年五月十五日までの二年九ケ月の間)。挙兵当日、

四城を接収し、厳島を占領し、支配権を掌握したのです。 

こうして元就は、早々と桜尾城にA E 桂 E

かつら

AAE元E

もと

AAE澄E

ずみ

A、草津城に児玉AE就方E

なりかた

A、仁保島城に香川AE光景E

みつかげ

Aを配し、来るべき

晴賢との一戦に、”防御は攻撃に勝る”戦闘形態を備えたのです。  

 

毛利氏挙兵後の両軍の衝突は、廿日市町史 通史編(Ⅰ)四〇八頁 より引用すると、通説では、六月五日

のAE明石E

あ か し

AAE口E

ぐち

A合戦と九月十五日のAE折敷E

お し き

AAE畑E

ばた

A合戦とされています。  

しかし、資料が明らかにするところでは、元就が、途中で一揆の大将AE甲田E

こ う だ

AAE丹後E

たんごの

AAE守E

かみ

Aらと合流したAE宮川E

みやがわ

AAE甲斐E

か い の

AAE守E

かみ

A率いる陶軍を破った合戦は、通説AE曰E

いわ

Aく天文二十三年九月十五日の出来事ではなく、これまで明石口合戦と

称されてきた六月五日の戦闘こそ、宮川甲斐守が討死にした折敷畑合戦だそうです。  

陶軍を退けた元就、隆元父子は、六月七日に宮内の在所五〇貫を厳島社に寄進しています。折敷畑の勝

利は厳島大明神の御加護によるものと信じる元就の強い意向によるものです。  

その後も毛利方は、AE佐E

さ

AAE西郡E

さいぐん

A山間部の陶方の一揆的抵抗をする土豪掃討作戦を続けるのですが、完全に平定

できなかったので、中山城（AE河E

かわ

AAE津原E

づ は ら

A）をはじめ、AE山里E

やまざと

AAE要害E

ようがい

Aを築き、山間部からの陶軍の進攻に備え番衆９

を置き警固したのです。海と陸と山からの万全な陶方進攻防衛網を敷いたわけです。  

このように元就はAE佐E

さ

AAE西郡E

さいぐん

Aの沿岸部と山間部を支配下に置き、陶晴賢との決戦に備え、狭い厳島での決着を

せざるを得ないような状況を作っていったのです。  

晴賢は、天文二十三年(一五五四)八月下旬、吉見氏と講和を結び、山口に帰還し、大軍を率い、安芸に

向け発ち、岩国に陣を置きます。 

不思議なことに、天文二十三年(一五五四)八月下旪、陶晴賢は、吉見A E正頼E

まさより

Aと息子・A E広頼E

ひろより

Aを人質に講和を

結び山口に戻るのですが、翌、天文二十四年(一五五五)、厳島合戦の前、九月二十一日に厳島に渡海する

までの約一年間の動静がよくわからず、歴史に空白が空いているようです。１０ 

翌弘治元年(一五五五)、正月から三月にかけて、陶方に属す府中白井氏の警固船が矢賀、仁保島、草津

を襲い、陶方の警固船も幾たびか厳島に押し懸かけるなど広島湾頭奪還の攻勢を強めていましたが、なぜ

か決着をつけません。 
これに対し毛利氏は、桜尾・草津・仁保島の諸城に増援を派遣し、厳島の三方が海に囲まれた要害鼻(高
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さ三五㍍)のAE宮之城E

みやのしろ

Aには、天文二十三年(一五五四)五月十五日桜尾城を包囲した吉川元春や仲介に立ったA

E洞E

とう

AAE雲寺E

う ん じ

A住職の説得に応じ開城した城番で、毛利氏に朋属し、直後に宮之城城番の要請を受けたAE己斐E

こ い

A豊後守

が六百の兵を預かり六月、入城します。こうして気合いを持って内海警備の任を負ったのです。己斐豊後

守は、毛利方にAE降人E

こうじん

A(降参した人) した人物です。宮之城の城番に抜擢されたというよりは、決死隊として

死守を命じられたという方が正しいかもしれません。しかし、元就は、豊後守に城番を受諾し忠勤をはげ

むことを感謝し、合戦の勝利の暁には、領地を安堵することを約束しているのです。だから踏ん張って、

落ちそうで、なかなか落ちなかったと思うのです。  

A E城番 E

じょうばん

Aには、A E定番 E

じょうばん

AとAE在番E

ざいばん

Aがあります。城番はA E城郭 E

じょうかく

AAE守衛E

しゅえい

Aのために置く兵士、在番衆のことです。定番は、

長期間にわたり城番を勤め、恩賞が約束されており、在番は、軍事奉仕として一定期間城番を勤め、交替

するもので、期間が延長されようが新たな給地が与えられる事はないといわれています。元上司である晴

賢に対してのすまなさ、拾ってくれた元就に対しての恩など複雑な心理を合わせ持っていることを見抜い

て、成功することを確信しての元就のアメとムチのマネージメントであったと思います。元就の人事マネ

ージメントの素晴らしさは、うまく人心を掌握することにあり、自分を補佐するブレーンを AE抹殺E

まっさつ

Aする晴賢

のAE体E

てい

Aたらくとは、雲泥の差です。  

ところで、桜尾城番を説得したとされる洞雲寺住職についてですが、「廿日市の文化 第２０集」特集洞

雲寺、歴代住持史料(62 頁)の在籍年代から「七世大応存隆」ではないかと推定できます。 
毛利氏は、厳島合戦の二年前に具足の準備をしています。天文二十二年(一五五三)に実施された「具足

注文」によれば、登録家臣１７０人、具足数１０５８両、武者１人に中間・

小者２人がA E随従 E

ずいじゅう

Aと仮定すると、毛利氏譜代家臣勢力は約３千人、これに

中郡衆(三篠川流域の井原氏など),佐東衆(川之内警固衆)、神領衆の一部

が加わる。 

AE具足E

ぐ そ く

Aとは、A E甲冑 E

かっちゅう

AやA E 鎧 E

よろい

A・A E 兜 E

かぶと

Aの別称で、頭胴手足各部を守る装備が「具

足（十分に備わっている）との意がある。一般的には当世具足を指す場合

が多い。戦力は具足の数で把握できるようです。  

一方、陶方の大内氏領国は、周防、長門、石見、豊前、筑前から動員可

能 な軍勢は二万人以上。しかし、弘中隆兼以外の大内氏旧家臣の厳島渡

海は確認できず、陶氏勢力は、 陶氏家臣団、周防国東部の領主、弘中隆

兼父子、陶に味方した一部神領衆の一万人以下と予想され、その実態は

陶・弘中連合軍ともいうべきものでした。１１  

しかし、元就は、陶との兵力差について、晴賢との断交前に、元就の嫡男で隆元に、「陶、陶と申すが、

相手は大内ぞ。今の毛利の力を見よ。よくよく考えて物申すがよい」と毛利氏最大のウイークポイントを

指摘しつつ、晴賢を打ち破るのは容易ではない認識を示すほどでした。 

 厳島合戦の直前、岩国の軍議で、大内軍は、古来より厳島を安芸攻略の拠点としてきたという三浦AE房E

ふさ

AAE清E

きよ

Aや神領衆に対し、それは、安芸に大内に従うAE国人E

こくじん

AA E 衆 E

しゅう

Aがいたから成せたAE業E

わざ

A。我らを厳島におびき寄せ、一

気に叩く元就の作戦であると主張する AE弘中E

ひろなか

AAE隆兼E

たかかね

AとでA E伯仲 E

はくちゅう

Aします。  

大内 A E家E

か

AA E 中 E

ちゅう

Aでは、水軍の将として知られる三浦房清、戦後の論功行賞をA E目論見E

も く ろ み

A、陸より活躍できる海路か

らの安芸侵攻と、宮島への上陸を強く主張します。神領衆も津和野三本松城出陣中に毛利氏によって佐西

郡を占領され、所領を失っていますので、元就から奪還したいという強い思いがあり、同調します。これ

に対し、弘中隆兼は、元就の謀略であると晴賢にAE諫言E

かんげん

A（忠告）したのですが、血気にはやる晴賢は聞き入

れません。実は、この諫言は当時の陶配下では共通の認識であり、陶夫人すらも同じく厳島へ渡る事の非
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を説いたと言われています。 

 晴賢の妻は、大内義興、義隆の二代に仕え、約半世紀にわたり AE長門E

ながとの

AAE国E

くに

A守護代、評定衆など重職を占めた

内藤AE興E

おき

AAE盛E

もり

Aの孫娘・大方です。晴賢謀反のおり、義隆を救援することなく黙認したあの内藤興盛の孫だった

のです。  

その後は隆兼が再三A E諌E

いさ

Aめても兵力に A E驕E

おご

Aる晴賢は聞かず、ついにA E臆病者 E

おくびょうもの

Aとさえ云われた隆兼は、無念の

思いを内に秘め、死を覚悟し望むべく、AE末代E

まつだい

Aのことも考え、実弟の弘中AE方E

かた

AAE明E

あき

Aを岩国に残し、嫡子の弘中AE源E

げん

AAE太E

た

AAE郎E

ろう

Aと共に厳島に渡海したのです。 
 
棚守房顕覚書」広島県史 古代中世資料編 （一一三五頁）  

【資料１】  

 

「去る間に陶禅門(晴賢)は名をAE全薑E

ぜんきょう

Aと付け九月二十一日當嶋へ押し上がり、宮崎を大将の陣とし、弘中

三河守（隆兼）は古城（勝山城か）をAE下E

くだ

Aりて陣を取られ、其の外の防州衆は思い思いに陣を取る。」  

九月十日～二十日の秋の祭礼が終わるのを待って、いよいよ陶軍勢は一斉に厳島に上陸したのです。 
 

隆兼という人物は、毛利元就とA E享 E

きょう

AAE禄E

ろく

A二年（一五二九）AE多E

た

AAE賀E

が

AAE山E

やま

AAE落E

らっ

AAE去E

きょ

Aから天文二十一年（一五五二）

備後で尼子方と戦うまでの二十三年間芸備両国で戦った盟友（同志）でした。そんな二人が弘治元年

（一五五五）の厳島合戦では、敵味方に分かれ戦ったのです。隆兼は、駒ヶ林で最後まで毛利方に抵

抗したのです。  

ところで、隆兼の出生年は不詳です。元就は明応六年（一四九七）で厳島合戦時は五十八歳です。隆

兼もおそらく還暦前の年であったと推定できます。  
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弘中氏は代々岩国の領主を務めていた家系で、室町時代より、周防の大名・大内家の中心を支える

氏族となり、奉行職などを代々務めています。隆兼は大内AE義E

よし

AAE興E

おき

A・大内AE義E

よし

AAE隆E

たか

Aの二代に属し、AE知勇E

ち ゆ う

AAE兼備E

け ん び

Aの

武将として名声高く、若くして数多くの武勲を上げ、その功績から岩国だけでなく、安芸国の守護代

を命じられ、また、尼子氏の侵攻により大内氏の安芸国の支配拠点であった鏡山城が一五二三年に落

城。その後に本格的なAE山城E

やましろ

AであるAE槌E

つち

AA E山城 E

やまじょう

Aが完成し、一五四三年に隆兼が西条槌山城の城主として活

躍します。陶晴賢のAE謀E

む

AAE反E

ほん

Aには反対を唱えたのですが、大内AE義E

よし

AAE長E

なが

Aを擁立したため、長年歴代の大内家へ

の忠義に順じて義長に属します。 
 
悲しいかな 弘中隆兼の無念の予感  

隆兼は岩国の家族・一族・関係者に９月２８日と２９日に２通の書状を書いています。  

【資料２】１２ 

４行目  

「・・・たかかねふしとかいのうえは、ごようにたつべきこともちろんそうろう、しかればうめりょうに

んのこと、これあるぎそうろうのじょう、とうちはいぎょうのぎはもうすにおよばず、おんやくそくのち

そういなくはいりょうのぎ、もうしさたせんいつそうろう、じんていのこと、これまたふんべつあるべく

そうろう、・・・」  

「隆兼と息子の源太郎は討ち死にする覚悟である。娘梅うめに婿を迎えて弘中の家を相続させて欲しい。い

ま弘中が支配している統治領は云うまでもなく、このたびの戦いくさで大内氏から約束されている恩賞も間

違いなく拝領できるように取り計らって欲しい」と隆兼は一族の者達に伝えているのです。  

 

【資料３】１３  

６行～８行目 

「こんどのはたらきかるがるとすももしそうらえ、しんりょうしゅうまたけいごみうらなどもうしそ

うらえて、かくのごとくそうろう、くちおしくそうろう、」 
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「元就との戦いくさをたやすく考えて、晴賢は、神領衆や警固けご（水軍のこと）、晴賢の側近三浦

越中守たちが云うことに動かされて、厳島へ渡海してしまった。そのことは何とも残念だ」と述べて

います。  

晴賢に反発する旧大内義隆派の取り込みを成し得なかった主君義長の指揮官晴賢に従う隆兼の心

中やいかに。本来なら、世間から謀反を起こした嫌われ者に従ったというよりも、隆兼には、大内に

反旗を翻ひるがえしたかっての盟友・元就に、「自分は大内の義にあくまでも順ずる」という強く、

固い信念、大義名分を見せつける思いがあったのではないかと思われます。 
 

 最後に「包ケ浦神社」（御祭神 A E塩土 E

しおつちの

AAE老E

お

AAE翁E

じ

A）に

ついて知り得たことをお話して終わりにします。  

藤原以前の佐伯神主家とは異なり、新たな厳島

神社藤沢神主家は、その神領衆自体が武装つまり

武士の集団です。 瀬戸内海中央部に位置し、軍

事的・経済的に重要な拠点と位置づけられた厳島

を巡る戦国大名のいわば「島取り合戦」のため戦

国の世を生きていたのです。 

戦国時代中後期、AE大永E

たいえい

A三年(一五二三) AE友田E

と も だ

AAE興E

おき

AAE藤E

ふじ

Aが大内AE義E

よし

AAE興E

おき

Aに反旗をA E 翻 E

ひるがえ

Aし、自ら神主と称した頃

から、厳島神社・AE社家E

し ゃ け

A・AE内E

ない

AAE侍E

し

Aらは、経済的困窮にA E陥 E

おちい

Aっていったのです。神事・祭礼の費用は「AE入E

いり

AAE目E

め

A」

といわれます。戦国武将は戦勝祈願を特定の神職のAE御師E

お し

Aに依頼し、AE旦那E

だ ん な

Aと呼ばれる祈願者としてAE師E

し

AAE旦E

だん

A関係の契約をしていました。天文二十年(一五五一)九月一日,大内義隆亡き後もAE棚E

たな

AAE守房E

もりふさ

AAE顕E

あき

Aは、毛利元就

に往古の神事・祭礼のAE漏E

も

Aもれた復興を依頼します。対清盛のAE佐伯景E

さ え きか げ

AAE弘E

ひろ

Aに劣らず、対元就の房顕も一流

の営業マンだったのです。 
 

●【資料４】は、「つつみがうらおんしゃへ しんでんきしんいたすべくそうろう・・・云々」  

AE天文E

てんぶん

A十四年（一五四五）毛利元就夫人A E 妙玖 E

みょうきゅう

Aは四十七歳で没しました。夫人の死は大きな衝撃であっ

たようで、元就は翌天文十五年（一五四六）六月前後に隆元に家督を譲り隠居します。佐東郡の内二
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千貫余を隠居領として支配しています。弘治元年（一五五五）十月AE朔E

さく

AAE日E

じつ

Aの厳島合戦の折は、嫡男の隆

元が毛利家総領の立場でした。  

厳島合戦の半年後には、元就は、厳島合戦勝利の上陸地である包之浦に鎮座する包浦御社に神田を

寄進することを大願寺に約束しています。 

毛利氏により新しい要素を取り込み、往古の神事・祭礼が復興されることになります。また毛利氏

のための臨時の神事・祭礼・戦勝祈願も行われるようになります。島巡り神事は、AE養E

や

AAE父E

ぶ

AAE崎E

さき

A神社で行わ

れる「AE御鳥喰式E

お と ぐ い し き

A」を重要な儀式として、厳島神社のAE姫E

ひめ

AAE神E

がみ

Aが鎮座場所を探し、AE神E

お

AA E鴉 E

がらす

Aを先導役に浦々を

巡ったことにAE因E

ちな

Aむ行事です。  

 

●【資料５】は、AE永E

えい

AAE禄E

ろく

A三年（一五六〇）九月九日に、元就が自らの隠居領である佐東五ヶ村の内から

祭田を寄進し、AE入E

いり

AAE目E

め

A（神事・祭礼の費用）が入ったことを示すものです。  

※疑問 単純計算だと四貫３百文となり、三段田と三段畠で一貫の差があります。なぜ計三貫三百文

になるのか、そのわけがわかりません。 
 

●【資料６】は、AE包之E

つつみの

AA E御祭 E

おんまつり

Aは、弘治二年三月二日、厳島合戦で勝利した元就が自らの隠居領である

佐東五ヶ村の内から祭田を寄進して始めた祭りで、合戦と同じ十月一日に定められ、祭田を預けられ

た大願寺の僧AE尊E

そん

AAE海E

かい

Aが包之浦御社の造営にあたり、厳島合戦の勝利を祝い、祭りをA E調 E

ととの

Aえたのです。  

毛利元就AE供E

く

AAE米E

まい

A返事は、包之御祭が無事に房顕・尊海によってA E調 E

ととの

Aえられ、AE久E

く

AAE米E

まい

Aを送られたことへの礼

状です。厳島社では、神様にお供えされたAE御E

ご

AAE供E

く

AAE米E

まい

A（厳島神社では現在これを「御久米・くめ」と云う

ようです）をおAE祀E

まつ

Aりの終わったあと檀那衆に配るということをしていたようです。厳島大明神の信奉

者にとっては、AE御久米E

く め

Aをいただけるということは、大変嬉しく、光栄なことなのです。  

（弘治三年カ）十月四日とありますが、厳島社では財政厳しき折、AE入E

いり

AAE目E

め

Aが入った後の永禄三年（一五

六〇）十月一日に執り行われたと考えられます。 
 
【資料４】 

九五 毛利元就寄進状 （大願寺文書）  

包浦御社江神田可致寄進候、貢數在所等而可申付候、此旨可有御祈念候、恐々謹言、  

 

弘治二年  

三月二日               元就（花押）  

大巌寺  

まいる  

弘治二年三月二日   大巌寺文書九五 

 
【資料５】 

一一三 毛利元就寄進状 （大願寺文書）  

厳嶋包之浦御社江寄進之事  

（安芸佐東郡）  

五ケ村之内 
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八屋之  

一田三段    分銭七百五十文    下作六郎四郎  

一畠三段    分銭一貫七百五十文  同人  

八屋之  

一畠七段小   分銭一貫八百文    下作平兵衛  

以上三貫三百文  

右之前、寄進申所如件  

永禄三年九月九日              元就（花王）  

大願寺 

 
【資料６】 

二〇一  毛利元就供米返事  （厳島野坂文書）  

包浦御祭礼被相調御久米送給候、尤目出候、殊御祭日十月一日ニ被相定之由、是又肝要候、A E 弥 E

いよいよ

A御祈

念存候、猶重□可申述候、恐々謹言、  

（弘治三年カ）  

十月四日               元就（花押）  

棚守左近衛将監殿  

（圓海）  

大願寺 御返報 

 
【参考文献】  

・「廿日市町史 通史編（上）」  

・「房顕覚書」 広島県史 古代中世資料編Ⅲ 所収  

・「棚守房顕覚書付解説」 福田直記  

・「廿日市の文化 第６集」所収「厳島戦史」第十三師団司令部  

・「廿日市の歴史探訪（1）・(3)」 石田米田孝  

・「宮島本」 宮島検定テキスト 廿日市商工会議所  

・「陰徳記抄」 桂 芳樹編 岩国徴古館 昭和五十七年十月  

凡例の項の記述を引用すると「陰徳記」は岩国吉川の家臣、香川四郎兵衛AE正矩E

まさのり

A (1613-1660)の著

述で、目録1冊、本文81冊である。本書は岩国徴古館所蔵（吉川家旧蔵）の謄写本により、厳島

戦争前後の数冊を抄録したものである。数巻に限定したのは、徴古館の予算の故である。「陰徳

記」の原本は、今見当たらない。本書の原本は、大正１２・３年ごろ吉川家で謄写されたものだ

が、その原本については、いま不明である。云々・・・。  

・「日本中世社会の流通構造」所収「地域市場としての厳島門前町と流通」鈴木敦子 校倉書房2000

年  

・「中世瀬戸内海地域史の研究」山内 譲 法政大学出版局 1998年  

 

【参考Web】  

・『フリー百貨事典 ウイキペディア（Wikipedia) 日本語版』  

厳島の戦い（いつくしまのたたかい）  
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折敷畑の戦い（おしきばたのたたかい）  

陶晴賢―山田事件  

江良房栄（えら ふさひで） 
弘中隆兼（ひろなかたかかね）  

三浦房清（みうらふさきよ）  

香川 正矩（かがわまさのり）  

・Yahoo 辞書 
 
【註】 

１  A E在庁官人 E

ざいちょうかんにん

A・・庁官、在庁ともいう。平安中期以降、諸国AE国衙E

こ く が

Aで実務をとった地方役人。  

２  AE地頭E

じ と う

AAE職E

しき

A・・鎌倉・室町幕府がA E荘園 E

しょうえん

A・AE国衙領E

こくがりょう

A（公領）を管理支配するために設置。  

３  AE守護代E

し ゅ ごだ い

A・・守護がAE文治E

ぶ ん じ

A元年（1185）源頼朝が勅許を得て国ごとに有力御家人を任命して設置。 

軍事・警察権を中心に、諸国の治安・警備に当たった。庁官、在庁ともいう。守護代は守護の代行。  

４  守護大名・・南北朝・室町期に幕府から守護に任命され、任国内でしだいに大名領主化を遂 

げた権力をいう。  

５  AE譜代E

ふ だ い

AA E重臣 E

じゅうしん

A・・代々仕えた重職にある家来。  

６  AE庶家E

し ょ け

A・・AE宗家E

そ う け

A(一族の中心となる家柄)ないし本家より別れた一族のことをいう。A E 嫡流 E

ちゃくりゅう

Aに対し 

庶流の家柄。  

７   AE吉見正頼E

よしみまさより

A・・主君大内義隆の姉の旦那（平たく言えば義隆は義理の弟）にあたる。  

８  八月二十日・・廿日市町史 通史編（上）４０２頁 。 

９  番衆・・番とは、交替して行われる勤務形態及びそのために編成された集団のことで、番を 

編成 して宿直警固にあたる者 。 

１０ 空白の・・厳島合戦―その勝敗の分かれ目―」 県立広島大学 秋山伸隆教授 2009.9.9公開講座。  

１１ 晴賢・隆兼連合軍・厳島合戦―その勝敗の分かれ目―」県立広島大学 秋山伸隆教授2009.9.9公開  

講座。  

１２ 資料１・・弘中隆兼と厳島合戦」県立広島大学 秋山伸隆教授 2009.2.18公開講座。  

１３ 資料２・・弘中隆兼と厳島合戦」県立広島大学 秋山伸隆教授 2009.2.18公開講座。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


